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１.平成29年度からの新たな制度 

貸与型奨学金の平成29年度事業
の概況 

平成29年度 
先行実施 

対象 
拡大 

平成30年度 
本格実施 

給付型奨学金制度の創設 
 

◆特に経済的に厳しい者（私立自
宅外生，児童養護施設退所者等）
を対象に２９年度から先行実施。本
格実施は３０年度から。 

 

     ◆非課税世帯学生について、成績基準を実質的に撤廃 
       
             給付対象者以外の進学者も、無利子奨学金の 
      貸与対象に 

  

    ◆貸与基準を満たしているにもかかわらず、 

  貸与を受けられなかった者（残存適格者）を解消 
       
            予算上の制約から貸与できなかった者への対応 

※児童養護施設退所者等に対し、入学金相当額(24万円)を追加給付 
※国立で授業料免除を受けた場合は減額 

＜平成２９年度所要額（給付型奨学金）＞ 

※ほか被災学生等分4千人（26億円） 

無利子奨学金の大幅な充実 

対
象 

私立 
自宅外生 

児童養護施設 
退所者等 

大学、短期大学、高専(4・5年) 
専門学校の学生・生徒 

（高校３年次に予約採用） 

給 
付
基
準 

【学力・資質】 
十分に満足
できる高い学
習成績を収
めている 
 
 
【家計】 
住民税非課
税世帯 

【学力・資質】 
大学等における 
学修に意欲があり、
進学後に特に優れ
た学習成績を収める
見込み 
 
【家計】 

－ 

【学力・資質】 
各高校等が定める基準に基づき
推薦 
（成績基準の目安等はガイドライ
ンを作成） 
 
 
【家計】 
・住民税非課税世帯 

給
付 
月
額 

４万円 ①国公立 ３万円 
②私  立 ４万円 

①国公立（自宅）   ２万円 
②国公立（自宅外） ３万円 
③私  立（自宅）   ３万円 
④私  立（自宅外） ４万円 
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２.平成29年度 奨学金事業 採用状況 

 給付奨学金 

 29年度採用（先行実施分）[給付対象者：2,800人] 

 推薦期間を8月4日まで延長、2,630人の推薦を受付、10月までの累計で、2,502人（946校）の採用を決定した。 

 ＜当初推薦期間 4月6日～5月25日＞ 推薦数 1,578人 

 ＜延長推薦期間 6月20日～8月4日＞ 推薦数 1,052人 

 30年度進学予定者を対象とする予約採用（本格実施分） [給付対象者：20,000人] 

 5月より採用候補者の推薦を受け付けた。（審査・集計中） 

 審査・選考のうえ採用候補者を10月下旬を目途に決定する。 

 貸与奨学金 

 第一種奨学金の採用状況 

 177,922人（4月～10月累計、前年度比 約14,000人の増） 

  ⇒「残存適格者の解消に向けた在学採用における当初内示枠の撤廃」及び「低所得世帯における学力基準 

   撤廃」の効果 

 第二種奨学金の採用状況 

 245,883人（4月～10月累計、前年度比 約20,000人の減） 

  ⇒「二種から一種への流れ」の加速化 
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３.平成30年度奨学事業予算要求 要求の概要 

予算額 

予算人員 

（単位：億円）

　事  業  費  合  計 (A+B+C) 10,781 11,040 259

　事  業  費  総  額 (A) 15 73 58
財
源 国 庫 補 助 金 (70) (105) (35)

　事  業  費  総  額 (B) 3,528 3,789 261

政 府 貸 付 金 896 971 76

民 間 資 金 借 入 金 223 393 170

返 還 金 等 2,409 2,424 16

　事  業  費  総  額 (C) 7,238 7,177 △ 61

財 政 融 資 資 金 7,003 7,076 73

財 投 機 関 債 1,200 1,200 0

借 入 金 償 還 等 △ 965 △ 1,099 △ 134

（ 返 還 金 ） (5,475) (6,018) (543)

10 5 △ 5
※合計及び増減は、四捨五入の関係で一致しない場合がある。
 利 子 補 給 金 

平成30年度 比較増△減

（
無
利
息
）

第
一
種

財
源

財
源

区　　　　　　分 平成29年度

（
利
息
付
）

第
二
種

給
付

(単位：万人）
区　　　分 平成29年度 平成30年度 比較増△減

合計 134.1 138.8 4.8
給付奨学金 0.3 2.0 1.7

第一種奨学金 52.3 56.5 4.3
第二種奨学金 81.5 80.3 △ 1.2

※合計及び増減は、四捨五入の関係で一致しない場合がある。


職員数

		

						平成15年度 ヘイセイネンド		平成16年度 ヘイセイネンド		平成17年度 ヘイセイネンド		平成18年度 ヘイセイネンド

						日本育英会 ニホンイクエイカイ		日本学生支援機構 ニホンガクセイシエンキコウ

		　奨学金業務に係る職員数 ショウガクキンギョウムカカショクインスウ				183		159		157		125

				うち　返還業務に係る
職員数 ヘンカンギョウムカカショクインスウ		141		107		96		114





職員数 (2)

		

						平成15年度 ヘイセイネンド		平成16年度 ヘイセイネンド		平成17年度 ヘイセイネンド		平成18年度 ヘイセイネンド

						日本育英会 ニホンイクエイカイ		日本学生支援機構 ニホンガクセイシエンキコウ

		　奨学金業務に係る職員数 ショウガクキンギョウムカカショクインスウ

				うち　返還業務に係る
職員数 ヘンカンギョウムカカショクインスウ

				日本学生支援機構

				日本育英会 ニホンイクエイカイ

				財団法人日本国際教育協会 ザイダンホウジンニホンコクサイキョウイクキョウカイ

				財団法人内外学生センター ナイガイガクセイ

				財団法人国際学友会 コクサイガクユウカイ

				財団法人関西国際学友会 カンサイコクサイガクユウカイ





前提

		

				フォント				MSPゴッシク　１１ポイント

								（グラフ内は違う個所もあります） ナイチガカショ

				単位 タンイ		金額 キンガク		億円 オクエン

						人数 ニンズウ		千人 センニン

						率 リツ		第一位％ ダイイチグライ

				年度 ネンド		表記 ヒョウキ		平成○○年度 ヘイセイネンド

						実績 ジッセキ		13～17

						計画 ケイカク		18～19

				学種 ガクシュ				第一種奨学金（無利息） ダイイッシュショウガクキンムリソク

								第二種奨学金（利息付） ダイニシュショウガクキンリソクツキ





事業予算-1

		

																														（単位：億円） タンイオクエン

				区　　　　　　分										平成29年度						平成30年度						比較増△減

				　事  業  費  合  計								(A+B+C)				10,781						11,040						259

				給付 キュウフ		　事  業  費  総  額						(A)				15						73						58

						財源 ザイゲン				国庫補助金 コッコホジョキン						(70)						(105)						(35)

				（無利息）
第一種 ムリソク		　事  業  費  総  額						(B)				3,528						3,789						261

						財
源				政府貸付金						896						971						76

										民 間 資 金 借 入 金 タミアイダシキンシャクニュウキン						223						393						170

										返還金等 ヘンカンキントウ						2,409						2,424						16

				（利息付）
第二種 リソクツキニ		　事  業  費  総  額						(C)				7,238						7,177						△ 61

						財
源				財政融資資金						7,003						7,076						73

										財投機関債						1,200						1,200						0

										借入金償還等 カリイレキンショウカントウ						△ 965						△ 1,099						△ 134

										（返還金） ヘンカンキン						(5,475)						(6,018)						(543)

				利 子 補 給 金												10						5						△ 5

				　高等学校等奨学金事業交付金								(Ｅ)				200												△ 200

				　返還免除等補助金 ヘンカンメンジョナドホジョキン								(Ｆ)				50												△ 50

				　一般会計負担額								(Ｂ+Ｄ+Ｅ+Ｆ)				1,228												△ 1,228

				※合計及び増減は、四捨五入の関係で一致しない場合がある。 ゴウケイオヨゾウゲンシシャゴニュウカンケイイッチバアイ





事業予算-1 (2)

				平成19年度奨学金事業予算案 ショウガクキンジギョウヨサンアン

																														（単位：億円、万人） オクエンマンニン

				区　　　　　　分										平成18年度予算 ヨサン						平成19年度予算 ヨサン						比較増△減

				　事  業  費  合  計								(Ａ+Ｄ)				7,999						8,503						504

				貸　与　人　員 カシアタエジンイン										（		109.2		）		（		114.3		）		（		5.2		）

				（無利息）　　　　　　　第一種奨学金 ムリソク		　事  業  費  総  額						(Ａ)				2,721						2,777						56

						財
源				政府貸付金		(Ｂ)				813						747						△ 66

										返還金充当額 ヘンカンキン						1,718						1,742						24

										高等学校等奨学金事業交付金 コウトウガッコウトウショウガクキンジギョウコウフキン		(Ｃ)				190						288						98

										（Ｂ）＋（Ｃ）						1,003						1,035						32

						貸　与　人　員 カシアタエジンイン								（		46.0		）		（		46.7		）		（		0.7		）

				（利息付）　　　　　　　第二種奨学金 リソクツキニ		　事  業  費  総  額						(Ｄ)				5,278						5,727						448

						財
源				財政融資資金						3,473						3,832						359

										財投機関債						1,170						1,170						0

										返還金充当額等 トウ						635						725						89

						〔 利 子 補 給 金 〕						(Ｅ)		〔		114		〕		〔		169		〕		〔		55		〕

						貸　与　人　員 カシアタエジンイン								（		63.1		）		（		67.6		）		（		4.5		）

				　返還免除等補助金 ヘンカンメンジョナドホジョキン								(Ｆ)				17						20						3

				　一般会計負担額								(Ｂ+Ｃ+Ｅ+Ｆ)				1,134						1,224						90

						※　第一種奨学金（無利息）には、高等学校等奨学金事業交付金分を含む。 ダイ1シュショウガクキンムリソクコウトウガッコウトウショウガクキンジギョウコウフキンブンフク

						※　第一種奨学金（無利息）には、高等学校等奨学金事業交付金分（288億円、12.4万人）相当を含む。 ダイ1シュショウガクキンムリソクコウトウガッコウトウショウガクキンジギョウコウフキンブンオクエンマンニンソウトウフク





事業予算-1 (3)

		

				（２）予算人員 ヨサンジンイン

										（単位：万人）

				区　　　分 クブン		１８年度 ネンド		１９年度 ネンド		増減 ゾウゲン

				計 ケイ		109.2		114.3		5.2

				第一種貸与人員 ダイイッシュタイヨジンイン		46.0		46.7		0.7

				第二種貸与人員 ダイニシュタイヨジンイン		63.1		67.6		4.5

				合計は、四捨五入の関係で一致しない場合がある





事業予算-2(1)

		

				10～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク

						平成10年度		平成11年度		平成12年度		平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度（案）

				第一種奨学金		2,005		2,121		2,198		2,286		2,214		2,385		2,504		2,631		2,721		2,777

				第二種奨学金		650		1,660		1,953		2,446		2,952		3,405		4,316		4,879		5,278		5,727

				学資金計 マナシキンケイ		2,655		3,781		4,151		4,732		5,167		5,790		6,820		7,510		7,999		8,503

				第一種奨学金（無利息）								422		405		427		438		451		460		467

				第二種奨学金（利息付）								331		392		440		527		583		631		676

				貸与人員 タイヨジンイン		499		646		691		753		798		866		965		1,034		1,092		1,143





事業予算-2(1)

		



&A

Page &P

第二種奨学金

第一種奨学金

貸与人員

（億円）

（千人）



事業予算-2

		

				13～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク

						平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度（案）

				第一種		2,286		2,214		2,385		2,504		2,631		2,721		2,777

				第二種		2,446		2,952		3,405		4,316		4,879		5,278		5,727

				学資金計 マナシキンケイ		4,732		5,167		5,790		6,820		7,510		7,999		8,503

				第一種奨学金（無利息）		422		405		427		438		451		460		467

				第二種奨学金（利息付）		331		392		440		527		583		631		676

				貸与人員 タイヨジンイン		753		798		866		965		1,034		1,092		1,143





事業予算-2
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第二種

第一種

貸与人員

（億円）

（千人）



Sheet2

		

				　　年　　度		　　制度改正等

				平成11年度		〇　第二種奨学金の貸与規模拡大（「きぼう21プラン奨学金制度」発足）

						　　（貸与月額選択制の導入）

						〇「緊急・応急採用奨学金制度」創設

				平成13年度		〇「きぼう21プラン奨学金」貸与学種拡大（博士課程・高専4.5年）

				平成14年度		〇　情報総合管理システム（イクシス）稼動

				平成15年度		〇「入学時特別増額貸与奨学金制度」創設

				平成16年度		〇「機関保証制度」創設

						〇「入学時特別増額貸与奨学金制度」拡大（第一種にも拡大）

						〇「第二種奨学金（海外進学）制度」創設

						〇　法科大学院の創設に対応した奨学金の充実　

						〇「特に優れた業績による返還免除制度」創設

				平成17年度		〇「報奨金制度」廃止

				平成18年度		〇「第二種奨学金（短期留学）制度」創設

						〇　適格認定手続きの電子情報化

				平成19年度		〇　第二種奨学金利率選択制の導入

						　　（利率見直し方式と利率固定方式の選択）





学生数に対する貸与率

		

				学生数に対する貸与率(１８年度） ガクセイスウタイタイヨリツネンド

				　学　種 ガクタネ		　貸与率（％） タイヨリツ

				　大学 ダイガク		27.9

				　大学院 ダイガクイン		38.7

				　高等専門学校 コウトウセンモンガッコウ		11.0

				　専修学校
　専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ		20.2

				計 ケイ		27.1

				（注）貸与率は１８年度貸与実績／１８年度学生数（実員） チュウタイヨリツネンドタイヨジッセキネンドガクセイスウジツイン





奨学金の種類

		

						奨学金の種類 ショウガクキンシュルイ

						区　　分 クブン						第一種奨学金（無利息） ダイイッシュショウガクキンムリソク						第二種奨学金（利息付） ダイニシュショウガクキンリソクツキ

						対象学種 タイショウガクシュ						大学・短大、高専、大学院、専修学校専門課程 ダイガクタンダイコウセンダイガクインセンシュウガッコウセンモンカテイ						大学・短大、高専（4・5年生）、大学院、専修学校専門課程 ダイガクタンダイコウセンネンセイダイガクインセンシュウガッコウセンモンカテイ

												※高校・専修学校高等課程は平成17年度入学者から順次都道府県へ移管 コウコウセンシュウガッコウコウトウカテイヘイセイネンドニュウガクシャジュンジトドウフケンイカン

						貸与月額 タイヨゲツガク						定額 テイガク						学生が選択 ガクセイセンタク

												※私大・自宅外通学の場合6.4万円 シダイジタクソトツウガクバアイマンエン						※大学の場合、３、５、８、１０万円から選択 ダイガクバアイマンエンセンタク

						貸与基準 タイヨキジュン		学力 ガクリョク				①高校成績が３.５以上 コウコウセイセキイジョウ						①平均以上の成績の学生 ヘイキンイジョウセイセキガクセイ

												②大学成績が学部内において上位1/3以内 ダイガクセイセキガクブナイジョウイイナイ						②特定の分野において特に優秀な能力を有すると認められる学生 トクテイブンヤトクユウシュウノウリョクユウミトガクセイ

																		③勉学意欲のある学生 ベンガクイヨクガクセイ

								家計 カケイ				998万円以下 マンエンイカ						1,344万円以下 マンエンイカ

												※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合 シダイジタクツウガクニンセタイシュカケイシジシャキュウヨショトクシャバアイ						※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合 シダイジタクツウガクニンセタイシュキュウヨショトクシャバアイ

						返還方法 ヘンカンホウホウ						卒業後20年以内 ソツギョウゴネンイナイ						卒業後20年以内の元利均等返還 ソツギョウゴネンイナイガンリキントウヘンカン

						返還利率・返還利息 ヘンカンリリツヘンカンリソク						－						上限金利３％（在学中は無利息） ジョウゲンキンリザイガクチュウムリソク

																		１９年度採用者から利率固定と利率見直方式の選択制導入 ネンドサイヨウシャリリツコテイリリツミナオホウシキセンタクセイドウニュウ





回収状況-1

		

				事業報告書別表４－１　総返還率（延滞分＋当年度分） ジギョウホウコクショベッピョウソウヘンカンリツエンタイブントウネンドブン

						平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度

				第一種奨学金（無利息）		1,358		1,440		1,517		1,639		1,735

				第二種奨学金（利息付）		345		418		532		658		841

				計 ケイ		1,703		1,858		2,048		2,297		2,575

				第一種		1,049		1,101		1,150		1,231		1,296

				第二種		298		359		458		559		717

				計 ケイ		1,347		1,460		1,608		1,790		2,013

				第一種奨学金（無利息）		77.2		76.5		75.8		75.1		74.7

				第二種奨学金（利息付）		86.5		85.9		86.2		85.0		85.3

				要返還額に
対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ		79.1		78.6		78.5		77.9		78.2





回収状況-1

		平成13年度		平成13年度		平成13年度

		平成14年度		平成14年度		平成14年度

		平成15年度		平成15年度		平成15年度

		平成16年度		平成16年度		平成16年度

		平成17年度		平成17年度		平成17年度
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回収状況-2

		

				基礎資料等　新規の当年度分回収率 キソシリョウトウシンキトウネンドブンカイシュウリツ

						平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度

				第一種		50		54		56		54		53

				第二種奨学金		32		44		56		67		77

				計 ケイ		82		98		112		120		131

				第一種		46		50		52		50		50

				第二種		30		41		51		62		72

				計 ケイ		77		91		103		112		123

				第一種奨学金（無利息）		92.7		92.6		92.2		93.8		94.5

				第二種奨学金（利息付）		93.1		92.9		92.2		93.0		93.4

				要返還額
に対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ		92.9		92.7		92.2		93.4		93.8





回収状況-2

		平成13年度		平成13年度		平成13年度

		平成14年度		平成14年度		平成14年度

		平成15年度		平成15年度		平成15年度

		平成16年度		平成16年度		平成16年度

		平成17年度		平成17年度		平成17年度
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に対する割合
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（％）



Sheet1

		



奨学生の補導
ア 奨学生の適格性の審査
奨学生としての適格性を確保するため、大学等において、奨学生から「奨学金継続願」
の提出を求め、その際奨学生の経済状況や平素の生活・学修状況及び学業成績等から奨学
生としての適格性を総合的に審査する「適格認定」を実施し、その結果を「適格認定報
告」として機構に報告することとしている。
機構は、適格性に問題がある者について、規定に従い、廃止、停止、警告（高等学校及
び専修学校高等課程の奨学生には警告の処置はない。）又は激励の処置を行うこととして
いる。
大学等の適格認定実施状況の把握を目的として、継続願の配付・提出状況、経済状況・
学業成績の確認状況及び適格基準の細目区分ごとの認定状況等とともに、適格認定基準の
運用に関する学内基準の設定状況について、平成17 年８月～11 月に「適格認定の実施に
関する実態調査」を実施した。この調査の結果を踏まえ、より適切な適格認定の実施に資
するため、平成18 年３月に「奨学生の適格認定に関する施行細則の解説について」及び
－10－
「適格認定事務要領」を各大学等へ通知した。
また、平成17 事業年度において、より適切・効果的な適格認定が実施されることを目
的に、最高学年の者を除いた10 月時点貸与中奨学生を対象に、年度末の成績に基づき認
定を行うものとし、その報告期限を12 月から翌年４月に変更した。
（参考）平成17 事業年度の適格認定の実施状況
奨学金廃止（留年者等） 5,155件（0.8%）
奨学金停止（学業成績不振者等） 14,204件（2.1%）
警告（学習評価が著しく劣る者等） 10,895件（1.6%）
激励（学習評価が劣る者） 23,165件（3.4%）
合 計53,419件（7.9%）




職員数

		

						平成15年度 ヘイセイネンド		平成16年度 ヘイセイネンド		平成17年度 ヘイセイネンド		平成18年度 ヘイセイネンド

						日本育英会 ニホンイクエイカイ		日本学生支援機構 ニホンガクセイシエンキコウ

		　奨学金業務に係る職員数 ショウガクキンギョウムカカショクインスウ				183		159		157		125

				うち　返還業務に係る
職員数 ヘンカンギョウムカカショクインスウ		141		107		96		114





職員数 (2)

		

						平成15年度 ヘイセイネンド		平成16年度 ヘイセイネンド		平成17年度 ヘイセイネンド		平成18年度 ヘイセイネンド

						日本育英会 ニホンイクエイカイ		日本学生支援機構 ニホンガクセイシエンキコウ

		　奨学金業務に係る職員数 ショウガクキンギョウムカカショクインスウ

				うち　返還業務に係る
職員数 ヘンカンギョウムカカショクインスウ

				日本学生支援機構

				日本育英会 ニホンイクエイカイ

				財団法人日本国際教育協会 ザイダンホウジンニホンコクサイキョウイクキョウカイ

				財団法人内外学生センター ナイガイガクセイ

				財団法人国際学友会 コクサイガクユウカイ

				財団法人関西国際学友会 カンサイコクサイガクユウカイ





前提

		

				フォント				MSPゴッシク　１１ポイント

								（グラフ内は違う個所もあります） ナイチガカショ

				単位 タンイ		金額 キンガク		億円 オクエン

						人数 ニンズウ		千人 センニン

						率 リツ		第一位％ ダイイチグライ

				年度 ネンド		表記 ヒョウキ		平成○○年度 ヘイセイネンド

						実績 ジッセキ		13～17

						計画 ケイカク		18～19

				学種 ガクシュ				第一種奨学金（無利息） ダイイッシュショウガクキンムリソク

								第二種奨学金（利息付） ダイニシュショウガクキンリソクツキ





事業予算-1

				平成19年度奨学金事業予算案 ショウガクキンジギョウヨサンアン

				（１）予算額 ヨサンガク

																														（単位：億円） オクエン

				区　　　　　　分										平成18年度予算 ヨサン						平成19年度予算 ヨサン						比較増△減

				　事  業  費  合  計								(Ａ+Ｄ)				7,999						8,503						504

				（無利息）　　　　　　第一種奨学金 ムリソク		　事  業  費  総  額						(Ａ)				2,721						2,777						56

						財
源				政府貸付金		(Ｂ)				813						747						△ 66

										返還金充当額 ヘンカンキン						1,718						1,742						24

										高等学校等奨学金事業交付金 コウトウガッコウトウショウガクキンジギョウコウフキン		(Ｃ)				190						288						98

										（Ｂ）＋（Ｃ）						1,003						1,035						32

				（利息付）　　　　　　第二種奨学金 リソクツキニ		　事  業  費  総  額						(Ｄ)				5,278						5,727						448

						財
源				財政融資資金						3,473						3,832						359

										財投機関債						1,170						1,170						0

										返還金充当額等 トウ						635						725						89

						〔 利 子 補 給 金 〕						(Ｅ)		〔		114		〕		〔		169		〕		〔		55		〕

				　返還免除等補助金 ヘンカンメンジョナドホジョキン								(Ｆ)				17						20						3

				　一般会計負担額								(Ｂ+Ｃ+Ｅ+Ｆ)				1,134						1,224						90





事業予算-1 (2)

				平成19年度奨学金事業予算案 ショウガクキンジギョウヨサンアン

																														（単位：億円、万人） オクエンマンニン

				区　　　　　　分										平成18年度予算 ヨサン						平成19年度予算 ヨサン						比較増△減

				　事  業  費  合  計								(Ａ+Ｄ)				7,999						8,503						504

				貸　与　人　員 カシアタエジンイン										（		109.2		）		（		114.3		）		（		5.2		）

				（無利息）　　　　　　　第一種奨学金 ムリソク		　事  業  費  総  額						(Ａ)				2,721						2,777						56

						財
源				政府貸付金		(Ｂ)				813						747						△ 66

										返還金充当額 ヘンカンキン						1,718						1,742						24

										高等学校等奨学金事業交付金 コウトウガッコウトウショウガクキンジギョウコウフキン		(Ｃ)				190						288						98

										（Ｂ）＋（Ｃ）						1,003						1,035						32

						貸　与　人　員 カシアタエジンイン								（		46.0		）		（		46.7		）		（		0.7		）

				（利息付）　　　　　　　第二種奨学金 リソクツキニ		　事  業  費  総  額						(Ｄ)				5,278						5,727						448

						財
源				財政融資資金						3,473						3,832						359

										財投機関債						1,170						1,170						0

										返還金充当額等 トウ						635						725						89

						〔 利 子 補 給 金 〕						(Ｅ)		〔		114		〕		〔		169		〕		〔		55		〕

						貸　与　人　員 カシアタエジンイン								（		63.1		）		（		67.6		）		（		4.5		）

				　返還免除等補助金 ヘンカンメンジョナドホジョキン								(Ｆ)				17						20						3

				　一般会計負担額								(Ｂ+Ｃ+Ｅ+Ｆ)				1,134						1,224						90

						※　第一種奨学金（無利息）には、高等学校等奨学金事業交付金分を含む。 ダイ1シュショウガクキンムリソクコウトウガッコウトウショウガクキンジギョウコウフキンブンフク

						※　第一種奨学金（無利息）には、高等学校等奨学金事業交付金分（288億円、12.4万人）相当を含む。 ダイ1シュショウガクキンムリソクコウトウガッコウトウショウガクキンジギョウコウフキンブンオクエンマンニンソウトウフク





事業予算-1 (3)

		

										(単位：万人） タンイマンニン

				区　　　分 クブン		平成29年度 ヘイセイネンド		平成30年度 ヘイセイネンド		比較増△減 ヒカクゾウゲン

				合計 ゴウケイ		134.1		138.8		4.8

				給付奨学金 キュウフショウガクキン		0.3		2.0		1.7

				第一種奨学金 ダイイッシュショウガクキン		52.3		56.5		4.3

				第二種奨学金 ダイニシュショウガクキン		81.5		80.3		△ 1.2

				※合計及び増減は、四捨五入の関係で一致しない場合がある。 ゴウケイオヨゾウゲンシシャゴニュウカンケイイッチバアイ





事業予算-2(1)

		

				10～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク

						平成10年度		平成11年度		平成12年度		平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度（案）

				第一種奨学金		2,005		2,121		2,198		2,286		2,214		2,385		2,504		2,631		2,721		2,777

				第二種奨学金		650		1,660		1,953		2,446		2,952		3,405		4,316		4,879		5,278		5,727

				学資金計 マナシキンケイ		2,655		3,781		4,151		4,732		5,167		5,790		6,820		7,510		7,999		8,503

				第一種奨学金（無利息）								422		405		427		438		451		460		467

				第二種奨学金（利息付）								331		392		440		527		583		631		676

				貸与人員 タイヨジンイン		499		646		691		753		798		866		965		1,034		1,092		1,143





事業予算-2(1)
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事業予算-2

		

				13～19全て当初計画額 スベトウショケイカクガク

						平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度（案）

				第一種		2,286		2,214		2,385		2,504		2,631		2,721		2,777

				第二種		2,446		2,952		3,405		4,316		4,879		5,278		5,727

				学資金計 マナシキンケイ		4,732		5,167		5,790		6,820		7,510		7,999		8,503

				第一種奨学金（無利息）		422		405		427		438		451		460		467

				第二種奨学金（利息付）		331		392		440		527		583		631		676

				貸与人員 タイヨジンイン		753		798		866		965		1,034		1,092		1,143





事業予算-2
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Sheet2

		

				　　年　　度		　　制度改正等

				平成11年度		〇　第二種奨学金の貸与規模拡大（「きぼう21プラン奨学金制度」発足）

						　　（貸与月額選択制の導入）

						〇「緊急・応急採用奨学金制度」創設

				平成13年度		〇「きぼう21プラン奨学金」貸与学種拡大（博士課程・高専4.5年）

				平成14年度		〇　情報総合管理システム（イクシス）稼動

				平成15年度		〇「入学時特別増額貸与奨学金制度」創設

				平成16年度		〇「機関保証制度」創設

						〇「入学時特別増額貸与奨学金制度」拡大（第一種にも拡大）

						〇「第二種奨学金（海外進学）制度」創設

						〇　法科大学院の創設に対応した奨学金の充実　

						〇「特に優れた業績による返還免除制度」創設

				平成17年度		〇「報奨金制度」廃止

				平成18年度		〇「第二種奨学金（短期留学）制度」創設

						〇　適格認定手続きの電子情報化

				平成19年度		〇　第二種奨学金利率選択制の導入

						　　（利率見直し方式と利率固定方式の選択）





学生数に対する貸与率

		

				学生数に対する貸与率(１８年度） ガクセイスウタイタイヨリツネンド

				　学　種 ガクタネ		　貸与率（％） タイヨリツ

				　大学 ダイガク		27.9

				　大学院 ダイガクイン		38.7

				　高等専門学校 コウトウセンモンガッコウ		11.0

				　専修学校
　専門課程 センシュウガッコウセンモンカテイ		20.2

				計 ケイ		27.1

				（注）貸与率は１８年度貸与実績／１８年度学生数（実員） チュウタイヨリツネンドタイヨジッセキネンドガクセイスウジツイン





奨学金の種類

		

						奨学金の種類 ショウガクキンシュルイ

						区　　分 クブン						第一種奨学金（無利息） ダイイッシュショウガクキンムリソク						第二種奨学金（利息付） ダイニシュショウガクキンリソクツキ

						対象学種 タイショウガクシュ						大学・短大、高専、大学院、専修学校専門課程 ダイガクタンダイコウセンダイガクインセンシュウガッコウセンモンカテイ						大学・短大、高専（4・5年生）、大学院、専修学校専門課程 ダイガクタンダイコウセンネンセイダイガクインセンシュウガッコウセンモンカテイ

												※高校・専修学校高等課程は平成17年度入学者から順次都道府県へ移管 コウコウセンシュウガッコウコウトウカテイヘイセイネンドニュウガクシャジュンジトドウフケンイカン

						貸与月額 タイヨゲツガク						定額 テイガク						学生が選択 ガクセイセンタク

												※私大・自宅外通学の場合6.4万円 シダイジタクソトツウガクバアイマンエン						※大学の場合、３、５、８、１０万円から選択 ダイガクバアイマンエンセンタク

						貸与基準 タイヨキジュン		学力 ガクリョク				①高校成績が３.５以上 コウコウセイセキイジョウ						①平均以上の成績の学生 ヘイキンイジョウセイセキガクセイ

												②大学成績が学部内において上位1/3以内 ダイガクセイセキガクブナイジョウイイナイ						②特定の分野において特に優秀な能力を有すると認められる学生 トクテイブンヤトクユウシュウノウリョクユウミトガクセイ

																		③勉学意欲のある学生 ベンガクイヨクガクセイ

								家計 カケイ				998万円以下 マンエンイカ						1,344万円以下 マンエンイカ

												※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合 シダイジタクツウガクニンセタイシュカケイシジシャキュウヨショトクシャバアイ						※私大・自宅通学・4人世帯で主たる家計支持者が給与所得者の場合 シダイジタクツウガクニンセタイシュキュウヨショトクシャバアイ

						返還方法 ヘンカンホウホウ						卒業後20年以内 ソツギョウゴネンイナイ						卒業後20年以内の元利均等返還 ソツギョウゴネンイナイガンリキントウヘンカン

						返還利率・返還利息 ヘンカンリリツヘンカンリソク						－						上限金利３％（在学中は無利息） ジョウゲンキンリザイガクチュウムリソク

																		１９年度採用者から利率固定と利率見直方式の選択制導入 ネンドサイヨウシャリリツコテイリリツミナオホウシキセンタクセイドウニュウ





回収状況-1

		

				事業報告書別表４－１　総返還率（延滞分＋当年度分） ジギョウホウコクショベッピョウソウヘンカンリツエンタイブントウネンドブン

						平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度

				第一種奨学金（無利息）		1,358		1,440		1,517		1,639		1,735

				第二種奨学金（利息付）		345		418		532		658		841

				計 ケイ		1,703		1,858		2,048		2,297		2,575

				第一種		1,049		1,101		1,150		1,231		1,296

				第二種		298		359		458		559		717

				計 ケイ		1,347		1,460		1,608		1,790		2,013

				第一種奨学金（無利息）		77.2		76.5		75.8		75.1		74.7

				第二種奨学金（利息付）		86.5		85.9		86.2		85.0		85.3

				要返還額に
対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ		79.1		78.6		78.5		77.9		78.2





回収状況-1

		平成13年度		平成13年度		平成13年度

		平成14年度		平成14年度		平成14年度

		平成15年度		平成15年度		平成15年度

		平成16年度		平成16年度		平成16年度

		平成17年度		平成17年度		平成17年度



&A

Page &P

第二種

第一種

要返還額に
対する割合

（億円）

（％）



回収状況-2

		

				基礎資料等　新規の当年度分回収率 キソシリョウトウシンキトウネンドブンカイシュウリツ

						平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度

				第一種		50		54		56		54		53

				第二種奨学金		32		44		56		67		77

				計 ケイ		82		98		112		120		131

				第一種		46		50		52		50		50

				第二種		30		41		51		62		72

				計 ケイ		77		91		103		112		123

				第一種奨学金（無利息）		92.7		92.6		92.2		93.8		94.5

				第二種奨学金（利息付）		93.1		92.9		92.2		93.0		93.4

				要返還額
に対する割合 ヨウヘンカンガクタイワリアイ		92.9		92.7		92.2		93.4		93.8





回収状況-2

		平成13年度		平成13年度		平成13年度

		平成14年度		平成14年度		平成14年度

		平成15年度		平成15年度		平成15年度

		平成16年度		平成16年度		平成16年度

		平成17年度		平成17年度		平成17年度
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（億円）

（％）
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奨学生の補導
ア 奨学生の適格性の審査
奨学生としての適格性を確保するため、大学等において、奨学生から「奨学金継続願」
の提出を求め、その際奨学生の経済状況や平素の生活・学修状況及び学業成績等から奨学
生としての適格性を総合的に審査する「適格認定」を実施し、その結果を「適格認定報
告」として機構に報告することとしている。
機構は、適格性に問題がある者について、規定に従い、廃止、停止、警告（高等学校及
び専修学校高等課程の奨学生には警告の処置はない。）又は激励の処置を行うこととして
いる。
大学等の適格認定実施状況の把握を目的として、継続願の配付・提出状況、経済状況・
学業成績の確認状況及び適格基準の細目区分ごとの認定状況等とともに、適格認定基準の
運用に関する学内基準の設定状況について、平成17 年８月～11 月に「適格認定の実施に
関する実態調査」を実施した。この調査の結果を踏まえ、より適切な適格認定の実施に資
するため、平成18 年３月に「奨学生の適格認定に関する施行細則の解説について」及び
－10－
「適格認定事務要領」を各大学等へ通知した。
また、平成17 事業年度において、より適切・効果的な適格認定が実施されることを目
的に、最高学年の者を除いた10 月時点貸与中奨学生を対象に、年度末の成績に基づき認
定を行うものとし、その報告期限を12 月から翌年４月に変更した。
（参考）平成17 事業年度の適格認定の実施状況
奨学金廃止（留年者等） 5,155件（0.8%）
奨学金停止（学業成績不振者等） 14,204件（2.1%）
警告（学習評価が著しく劣る者等） 10,895件（1.6%）
激励（学習評価が劣る者） 23,165件（3.4%）
合 計53,419件（7.9%）
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（１）対象とする学校種・・・高等専門学校、大学、短期大学、専修学校専門課程、大学院 

（２）奨学金の種類・・・無利子奨学金から先行的に導入 
       （有利子奨学金については、無利子奨学金の運用状況を見つつ、将来的に導入を検討） 

（３）奨学金申請時の家計支持者の所得要件・・・申請時の所得要件は設けず、全員に適用可能 

（４）貸与開始年度・・・平成29年度新規貸与者から適用 

（５）返還を開始する最低年収・・・年収０円から返還開始 

（６）最低返還月額・・・2,000円（初年度は、定額返還方式での返還月額の半額を原則とし、経済的に困難な場合に
は申請により返還月額を減額） 

（７）返還期限猶予の申請可能所得及び年数・・・申請可能所得は年収３百万円以下、申請可能年数は通算10年             
 （災害・傷病・生活保護受給中等の場合は、その事由が続いている間は無制限） 

   また、奨学金申請時に家計支持者の年収が３百万円以下の者については、申請可能年数の制限なし 

（８）返還率（所得に対する返還額の割合）・・・課税対象所得の９％ 

（９）返還期間・・・返還完了まで又は本人が死亡又は障害等により返還不能となるまで 

（10）所得の算出方法・・・課税対象所得＝給与等収入－所得控除 

（11）個人主義又は家族主義（返還者が被扶養者になった場合の収入の考え方）・・・返還者が被扶養者になった場 
 合には、扶養者のマイナンバーの提出を求め、提出がありかつ返還者と扶養者の収入の合計が一定額
 を超えない場合のみ、所得連動返還方式による返還を認める 

（12）保証制度・・・機関保証 

（13）返還方式について・・・所得連動返還方式及び定額返還方式のいずれの返還方式とするか、入学時に学生が
選択し卒業まで変更可 

（14）平成29年9月時点での選択状況・・・第一種奨学金採用者のうち、15.7％が所得連動返還方式を選択 

４．所得連動返還方式 ①制度の概要 
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14,400円 

（15年） 
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（313） 学生は、貸与開始時に返還方式

を選択し、貸与終了時まで変更
可能 

 

選
択
制  

年収 
（所得） 【 万円 】 

年収にかかわらず 
返還月額は一定 

返還のモデルケースとして、無利子奨学金の私立
自宅生の貸与額（貸与総額259.2万円、 
貸与月額5.4万円、貸与期間48月）を設定 

14,400円 

（15年） 

0
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20,000

25,000
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（0） 
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（62） 
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（119） 
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（246） 
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（313） 

返還月額 
【円】 

返還月額 
【円】 

【万円】 （所得） 
年収 

平成28年度まで 平成29年度以降 

【万円】 

2,000 最低 
返還月額 

144 

4, 700 円 

8,9 00 円 

13, 50 0 円 

18,5 00 円 

23,5 00 円 
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14,400 円 

○所得連動返還方式 

○定額返還方式 

返還月額 
【 円 】 

無利子奨学金から先行的に導入 
有利子奨学金については、無利子奨学金の運用状況を見つ
つ、将来的に導入を検討 

年収 
（所得） 

返還月額 
年収 に応じた 

課税対象 
所得の９％

÷12 

４．所得連動返還方式 ②返還イメージ 
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平成30年度 平成29年度 

マイルストン 

▼H29.4 新所得連動返還型奨学金制度開始 

▼H29.4 個人番号収集・登録開始 (返還誓約書提出時) 

② 貸与 

平成29年度 

平成30年度 

平成28年度 

① 採用 

③ 返還 平成29・30年度 

平成28年度 

貸与中の「返還方式の変更」 

在学採用 

平成29年度進学者向け予約採用 

平成29・30年度 

請求事務 

返還方式の選択 

個人番号の収集 

進学届提出時 

返還誓約書提出時 

返還方式の選択 
個人番号の収集 

奨学金申込時 / 進学届提出時 
返還誓約書提出時 

返還方式の選択 
個人番号の収集 

奨学金申込時 / 進学届提出時 

奨学金申込時（予定） 

返還方式の選択 奨学金申込時 

返還誓約書提出時 個人番号の収集 

個人番号の収集 

奨学金申込時 

返還誓約書提出時 

返還方式の選択 

在学採用 

平成31年度進学者向け予約採用 

請求事務 (所得証明書のみ) 

所得連動返還認定事務 

平成30年度進学者向け予約採用 

返還中の「返還方式の変更」 

４．所得連動返還方式 ③制度実施スケジュール（予定） 
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○特定個人情報の利用について、本人の同意を受けた上、提出を求め利用することになっている。 

○情報提供ネットワームシステムにアクセスすることにより「収入の情報」が入手できる。 

○住民基本台帳ネットワームシステムにアクセスすることにより「住民票の情報」が入手できる。 

 

 

中間 
サーバー 

住民基本台帳ネットワークシステム 
（地方公共団体情報システム機構） 

奨学金業務 
システム 

情報提供者側システム（市区町村役場等の他機関） 

② 

受付番号 

個人情報 

奨学生番号 

奨学生 
(返還者) 

機構職員 
(事務取扱担当者) 

インターネット 
接続 

・・・・ 

・連帯保証人の 
収入状況の確認（返
還誓約書提出時） 

・返還期限猶予・減額
返還の申請 

・死亡による返還免除
の申請 

※連帯保証人・ 
  相続人が申請 

・奨学生、返還者等の
住所等 

現況の確認 
 
 

機構 

③ 凡例 

：住基連携を利用した情報連携の流れ  

：個人番号を含む特定個人情報を格納するシステム 

：情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携の流れ 

⑤ 

② 

住基連携用サーバー 

紐付け用DBシステム 

専用端末 

① 

③ 

個人番号又は基本4情報 

特定個人情報 

本人確認情報 

④ 地方税関係情報等 

個人番号 

特定個人情報 
機構職員 

(業務担当者) 

JSAS 
（業務端末） 

情報提供 
ネットワーク 
システム 

情報連携イメージ（特定個人情報の照会・取得の流れイメージ） 

５．マイナンバーの収集 ①マイナンバー制度の概要 
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５．マイナンバーの収集 ②在学中のマイナンバー収集方法 

 ・返還誓約書等と同時にマイナンバー提出書等を学校宛に送付、学生に渡す。 

  ・学生は返還誓約書については学校に提出する。 

 ・学生はマイナンバー関係の書類については委託業者に直接郵送により提出する。 

  
 

 
 

 
取扱方法が違う 
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６．減額返還制度の拡充 

平成29年５月より、以下のとおり減額返還制度を拡充した。 

（１）主な変更点 

• 割賦金額を２分の１に減額して返還する方法に加え、３分の１に減額して返還する方法を導入 

• 減額返還制度の適用期間を最長120か月から180か月に延長 

（２）対象者  

  １．平成28年度以前採用の第一種奨学生及び第二種奨学生 

  ２．平成29年度以降採用の第二種奨学生 

  ３．平成29年度以降採用の第一種奨学生で「定額返還方式」選択者 

（３）適用条件（従来の２分の１に減額して返還する方法と同様） 

  １．災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難であること 

  ２．無延滞であること 

  ３．口座振替（リレー口座）に加入していること 

  ４．月賦の返還方法でのみ利用可能 

  ５．個人信用情報の取扱いに関する同意書が提出されていること 
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 日本学生支援機構の奨学金を含む進学費用の準備のための資金
計画を生徒・保護者に説明するための冊子の作成・配布。作成にあ
たっては、スカラシップアドバイザーの知見も活用。 
 ◆進学にかかる費用 
 ◆進学のための支援制度 
   ・無理のない資金計画の作成・アドバイス 
   ・返還の必要性や猶予制度等の正確な周知 
   ・寄附等による社会貢献の意識の涵養 

 奨学金事業の正確な周知・広報を目的とし、金融的観点から専門的な知見を有する者
（スカラシップ・アドバイザー）より高校生等に対してきめ細かい説明をするとともに、減額
返還制度や返還期限猶予制度等の認知度を高める。また、社会に出た後の社会貢献意
識を涵養する等、奨学金事業の健全性向上に寄与。 
 ◆スカラシップ・アドバイザー養成（全国１６会場で実施）、認定（2,596名） 
 ◆スカラシップ・アドバイザー派遣 
  

高校教員用説明資料の作成配付 スカラシップ・アドバイザーの派遣 

資金計画を先生・生徒や保護者と相
談できる 

スカラシップ・
アドバイザー 

FP 

冊子 

目 的 

○ 高校生等が大学等進学に向けた検討を行うにあたり、進学後の経済的な状況についての不安を払拭する知見を提供。 
○ 生徒が安心して奨学金を利用するため、奨学金を利用する意味やその活用方法についての生徒の理解を深める。 
○ 生徒に自らのファイナンシャルプランを意識させるとともに、返還や寄附等による社会貢献の意識を涵養する。 

ウェブサイトの開設 

概 要 

○ 各高等学校が生徒、保護者に対して開催する奨学金の説明会において、日本学生支援機構の奨学金制度に加え、返還等 
 のファイナンシャルプランを含めた適正な奨学金の利用について理解を促進するスカラシップ・アドバイザーを派遣する。 
○ 資金計画の説明冊子の閲覧や資金計画の相談を可能にするウェブサイトを開設する。 

［延べ約2,600人］ 

 

養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム 

生徒 
 
保護者 
 
教員等 

７.スカラシップ･アドバイザー ①概要及び奨学金制度の周知･広報 
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７.スカラシップ･アドバイザー ②派遣スケジュール 

 １．スカラシップ・アドバイザー養成プログラム：平成２９年７月１８日から１０月３日に実施。 
  （全国16会場、募集定員：2,960名） 
 
 ２．スカラシップ・アドバイザー派遣申込を募集。 

平成29年10月中旬～ 

全
国
募
集 

先
行
募
集 

全国実施 

派
遣
開
始 

マッチング・派遣準備 

マッチング・派遣準備 

高等学校等への派遣 対象高校等：１２２校 

先行実施の検証・フィードバック 
     （ＰＤＣＡの実施） 

高等学校等への派遣 
 対象高校等：6,307校 

※ 高等学校・ＰＴＡ等の進学説明会等の開催時期のピーク   （２月、５月、６月、１０月頃） 

先行実施（宮城県） 
  

平成29年11月下旬～ 平成30年1月初旬～ 

平成29年11月下旬～平成30年3月    

(検証内容） 
・アドバイザーの業務内容等、サポート内容 

・マッチング方法、マイナンバーの回収方法 等  

   募集地域 募集開始時期 派遣開始時期 
先行実施（宮城県）※ 平成２９年１０月１８日（水） 平成２９年１１月２２日（水） 

全国実施（予定） 平成２９年１１月２９日（水） 平成３０年１月８日（月） 

派
遣
開
始 



Page.13 

１．大学等進学前に奨学金を申し込む高校生等に対し、奨学金制度や手続き等にかかる理解の増進や返還意識の 
  涵養を図るため、各都道府県の教育委員会が主催する高校教員等を対象とした説明会等において、奨学金に 
  関する説明及び資料配付を行っている。 
 
   ◆平成29年10月までの対応状況 職員派遣：18府県（20回）、資料配付：30都道府県（31回） 

   
  なお、そのほかに高等学校ＰＴＡ連合会主催の全国・地方大会において資料配付を実施（6～8月） 
 

２．地方公共団体の返還支援及び奨学生推薦制度 

 （１）第一種奨学金在学採用における＜地方創生枠＞ 

①各県（基金設置団体）で「地方創生枠推薦者」を募集、選考、決定し、当該学生に通知。 

②学生は進学先の学校窓口に「決定通知」を提示のうえ、第一種奨学生の在学採用に応募。 

③各学校は、応募者の学力・家計等が機構の貸与基準に合致する者を推薦者として決定。 

④機構は学校の推薦を受けて審査し、奨学生として採用。（学校を通じて学生に通知。） 

⇒平成29年9月採用までで、７県（83人）を採用 

 （２）地方公共団体の返還支援制度 

①各県独自の施策として返還支援の取組 

 →上記（１）の「地方創生枠」採用者に限らず、第一種、第二種奨学金採用者も対象となる。 

②各県（基金設置団体）と情報のやり取りのため、機構ＨＰに「会員ページ」を開設。(平成26年度～） 

③機構ＨＰから希望のある県、市のＨＰへのリンク （平成29年9月21日現在、20県、13市）。 

 

 

 

８.都道府県等との連携 
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機構ホームページ上に本年４月より公開、本年末を目処に時点更新する予定。 

 

【情報公開の目的】（機構ホームページより） 

 

 （独）日本学生支援機構（以下、機構）奨学金には多額の公的資金が投入され、貸与を受けた方からの返還金と併せて、次の世代の奨学生に
奨学金を貸与するための資金として活用され、多くの学生を支えています。 

 次の世代の学生にしっかりと奨学金をつないでいくためにも、返還者となった奨学生が延滞状態にならないようにすること、また仮に延滞状態と
なってしまった場合であっても、その状態が長期間に及ばないようにしなければなりません。 

 そのためには、各学校と機構が連携・協力し、奨学生に対して、借り過ぎることなく適切な貸与額を選択させるための指導、返還意識の涵養、
返還が困難になった際の救済措置に対する理解を深める等、在学中の指導を徹底することが何よりも大事なことです。 

 学校毎の貸与及び返還状況に関する情報の公開は、各学校と機構との連携・協力による取組の成果を広く社会に明らかにすることを通じて、
独立行政法人として納税者たる国民の皆様への説明責任を果たすとともに、各学校におけるこれらの取り組みを支援することを目的としていま
す。 

  なお、ここで明らかになる情報は、各学校の一側面を表しているもので、状況を相対的に比較できるものではないことにご注意ください。 

      

 

        ⇒学校毎の貸与及び返還状況に関する情報の公開 ← クリックすると検索画面に移動 

  ※過去５年間の貸与終了者数が50名以下の学校（貸与者数、延滞率等）は「＊」表示とする。 

   ⇒奨学金事務における学校での取り組みの好事例 ← クリックするとPDF画面（HTML画面）  

９.学校毎の貸与及び返還に関する情報の公開 
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９.学校毎の貸与及び返還に関する情報の公開（機構ＨＰ画面①） 
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９.学校毎の貸与及び返還に関する情報の公開（機構ＨＰ画面②） 
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